
​OURS合同会社が発注する「（仮称）OURS　Campus」の一般競争入札について以下の​
​通り公告する。​

​2026年7月8日​
​法人名　OURS合同会社​

​代表者　代表社員　堀内　恵美​

​1.​ ​入札対象工事​
​（1）​ ​工事名称：（仮称）OURS　Campus 新築工事​
​（2）​ ​工事場所：山梨県　富士吉田市中曽根四丁目3496-2他​
​（3）​ ​工事概要:　小規模保育事業の新築工事一式及びその他付帯工事​
​　　　　　　　　建築面積　122.87㎡​
​　　　　　　　　延床面積　121.93㎡​
​　　　　　　　　構造　　　木造平屋建て​
​（4）​ ​工期　　：契約日の翌日 ～ 令和9年2月28日​

​2.​ ​入札参加資格​
​山梨県における建設工事の入札参加資格者名簿（建築一式工事）に登載され、次の条件を​
​すべて満たしていること​
​（1）​ ​建設業許可を有すること​
​（2）​ ​同種工事の実績を有する事​
​（3）​ ​経営状況が安定していること​
​（4）​ ​経営事項審査の「建築一式工事」総合評価点〔P点〕700点以上であり富士吉田市​
​に本店がある事業者であること​
​（5）​ ​山梨県及び富士吉田市において、建設工事等請負業者に係る入札参加者停止措置要​
​領等に基づく入札参加停止の措置又は暴力団控除に関する要綱等に基づく入札参加除外の​
​措置を受けていないこと。​
​（6）​ ​公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び山梨県内市町村か​
​ら、工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を2回以上受けていないこと。​
​（7）​ ​入札参加資格審査時において、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23の規​
​定による経営事項審査を受けていること。​
​（8）​ ​工程管理を適切に行い、工期の遅延を生じさせない体制を有すること。​
​（9）​ ​必要な資材・機材を確保し、安定した供給体制を有すること。​

​3.​ ​一般競争入札参加資格等確認申請書・一般競争入札参加申込書の提出​
​（1）​ ​入札に参加しようとする者は参加申請受付期間内に以下を提出することで入札参加​
​申請をしなければならない​
​（2）​ ​受付期間  2026年7月8日 (水）から  2026年7月17日 (金) 午後3時まで（必着）　郵​
​送の場合は、提出期限までに必着とする。提出期限後に到着したものは受け付けない。​
​（3）​ ​提出書類​

​・一般競争入札参加資格等確認申請書​
​　・一般競争入札参加資格等確認資料​
​　・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書 (有効期限を有しているもの)​
​　・建設業認可の写し​
​（4）​ ​提出方法　郵送または持参​
​　　　　　※持参の場合は持参する前日までに下記(6)の連絡先へ電話にて連絡すること​
​　　　　　※郵送の場合は、レターパックにて提出とすること​
​（5）​ ​提出（郵送）先　　〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原3-13-6​
​　　　　　　　　　OURS合同会社　代表社員　堀内　恵美　宛て​
​（6）​ ​問い合わせ​
​　　　　　　　担当：　堀内　恵美​
​　　　　　　　電話0555-75-1246　　Eメールアドレスwatashiwabudou@icloud.com​
​（7）​ ​その他　提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない​



​4.​ ​入札参加資格確認通知・関係書類（設計図書等）の配布​
​（1）​ ​入札参加資格の確認結果については、2026年7月18日(土)までに申請者にメールで​
​通知する。​
​（2）​ ​入札参加資格が確認された者に対し、設計図書等をメールにて配布する。​
​（3）​ ​配布日時は2026年7月18日（土）となる。​
​（4）​ ​現場説明会は開催しない​

​5.​ ​設計図書等に関する質疑​
​設計図書等に関して質問がある場合は、設計書の配布 7月18日（土）から7月27日（月）​
​に書面または電子メールにより提出すること。回答は入札参加者全員に通知する　​

​　　（回答がない場合には、上記担当まで問い合わせること）​
​提出期日：7月27日（月）午後5時まで​
​回答日　：7月29日（水）午後5時までに電子メールにて回答する。​
​質問がない場合は、メールを送信しない。​

​6.​ ​入札日程​

​（1）​ ​入札日時2026年8月7日（金）午前11時00分​
​（2）​ ​入札場所　OURS保育園​
​　　　　　　　　住所：山梨県　富士吉田市　新西原3-13-6​

​7.​ ​入札方法　​
​入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ​
​た契約金額の110分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を入札書に記載するこ​
​と。なお、落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する​
​額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て​
​た金額）とする。​

​入札書を封筒に入れて封緘・封印の上、提出​
​（1）​ ​開札　　入札後即日開札とする​
​（2）​ ​契約日　2026年8月17日(月)　予定​

​8.​ ​工事費内訳書の提出​
​　(1) 　 工事費内訳書には、名称、品質寸法、数量、単価及び金額を明示すること。​
​　　(2)　  入札当日、応札の際に入札書と同時に、別に工事費内訳書を提出すること。​
​　　​​(3)　  工事費内訳書は原則として、返却しない​

​9.​ ​入札についての注意事項​
​（1）​ ​代理人が入札する場合は、委任状を提出すること​
​（2）​ ​入札を辞退する場合は、事前に入札辞退届を提出すること​
​（3）​ ​入札の中止​
​入札参加者が連合し、または不正行為等により入札を公正に執行できないと認められる場​
​合、または当法人の都合により、入札を中止することがある​
​（4）​ ​法令遵守​
​私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）その他関係法令​
​に違反する行為を行わないこと​
​（5）​ ​入札金額の記載​
​入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。なお落札決定にあたっては、​
​当該金額に消費税及び地方消費税相当額（10％）を加算した額（1円未満の端数は切り捨​
​て）をもって契約金額とする​
​（6）​ ​下記のいずれかに該当する入札は無効である​
​(1)​ ​入札参加資格がない者がした入札​
​(2)​ ​電報、電話、ファクシミリ、電子メールによる入札​



​(3)​ ​不備がある入札金内訳書を提出した者の入札​
​(4)​ ​談合その他不正行為があったと認められる入札​
​(5)​ ​虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出したものがした入札​
​(6)​ ​入札後に辞退を申し立て、その申し出を受理された者がした入札​
​(7)​ ​次にあげる入札をした者がした入札​
​・入札書に押印がないもの​
​・訂正箇所に押印がないもの​
​・押印が不明瞭なもの​
​・記載すべき事項の記載がないもの、又は記載内容が不明確なもの​
​　（例：金額等が確認できないもの）​

​10.​ ​落札者の決定​
​（1）​ ​予定価格の範囲内かつ最低制限価値以上で入札した者のうち、最低価格をもって入​
​札したものを落札者とする。なお、当該落札者の見積書に不備があると認められる場合​
​は、落札を無効とすることができる。この場合においては、次順位の価格で入札した者に​
​ついて同様に審査し、適正と認められる者を落札者とする。​
​また、落札を無効とした場合は、その理由を文書により通知する。​
​（2）​ ​初度入札において、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者がいない​
​場合は、再度入札を行う。再度入札は1回限りとする。再度入札に参加できる者は、初度​
​入札に参加した者に限る（無効又は失格となった者を除く）。なお、初度入札における参​
​加者が1者のみの場合は、再度入札は行わない。​
​（3）​ ​上記　(2) によっても落札者が決定しない場合は、次のいずれかに該当する場合に​
​限り条件を満たした上で交渉による随意契約を行うことができる​
​(1)​ ​　最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（当該者に意思がない場合​
​は、次順位の者を対象とする）​
​(2)​ ​再度入札において、入札に応じる者が1者のみとなった場合​
​【随意契約の条件】​
​I.​ ​契約金額は予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上とすること​
​II.​ ​交渉の過程において予定価格を開示しないこと​
​III.​ ​入札時の条件を変更しないこと​
​IV.​ ​契約金額決定後は、書面により契約内容を明確にし、双方は記名押印すること​
​　​
​(4)　　落札となるべき同額の入札をした場合は、見積内容等を総合的に審査し、最も適正​
​と認められる者を落札者とする​

​11.​ ​入札保証金及び契約保証金​
​(1)　入札保証金​
​　　入札保証金は免除とする。​
​　(2)　契約保証金​
​契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。​
​　(3)　契約保証金の免除​
​次のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。​
​　　　(ア)　 履行保証保険契約を締結した場合​

​(イ)　 前号に準ずると認められる措置を講じた場合​
​（4）　契約保証金の取扱い​
​契約保証金は、契約の履行完了後、速やかに返還するものとする。​
​ただし、契約不履行等があった場合は、全部又は一部を返還しないことがある。​

​12.​ ​契約方法等​
​(1)　工事請負契約の内容は、民間（七会）連合協定工事請負契約約款に準拠する。​
​(2)　契約の履行については、発注者及び監理者の指示に従うものとする。​
​(3)　一括下請負は認めないものとする。​
​(4)　契約の締結は、発注者の承認後、速やかに行うものとする。​



​(5)　請負者の責により工期内に工事が完了しない場合は、​
​必要に応じて違約金等を請求することがある。​
​(6)　請負代金の支払時期等については、別途契約書に定めるものとする。​

​11.問い合わせ先​

​OURS合同会社​
​担当者：堀内 恵美​
​〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原3-13-16​
​電話：080-1330-6778​
​Eメールアドレス：watashiwabudou@icloud.com​


